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附 則 
（平成２４年４月１日から平成２６年３月３１日までの特例措置） 
１ 平成２４年４月１日から平成２６年３月３１日の間においては
、給与の支給にあたり、俸給の月額、地域手当、期末手当、勤勉手
当については、次の各号に定める額に相当する額を減じて、支給す
る。 
 （１）俸給 俸給の月額に１００分の９．７７を乗じた額 
 （２）地域手当 地域手当の額に１００分の９．７７を乗じた額 
 （３）期末手当 期末手当の額に１００分の９．７７を乗じた額 
 （２）勤勉手当 勤勉手当の額に１００分の９．７７を乗じた額 
 
（平成２４年６月に支給する期末手当に関する特例措置） 
２ 平成２４年６月の期末手当の額は、第９条の規定により算定さ
れる期末手当の額から、俸給の月額等の合計額に１００分の０．３
７を乗じて得た額に平成２３年４月１日からこの規程の施行の属す
る月の前月までの月数を乗じて得た額並びに平成２３年６月に支給
された期末手当及び勤勉手当の合計額に１００分の０．３７を乗じ
た額並びに平成２３年１２月に支給された期末手当及び勤勉手当の
合計額に１００分の０．３７を乗じた額の合計額を減じた額とする
。 
 
 （施行期日） 
３ この規程は平成２４年４月１日から施行する。 
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